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序     文 

 

 日本国政府は、アンゴラ共和国政府の要請に基づき、同国社会復帰・地域復興支援計画調査（フェ

ーズ２）を実施することを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施することといたしま

した。 

 当機構は本格調査の開始に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成 18 年３月 14 日

から同年３月 25 日までの 12 日間にわたり、独立行政法人国際協力機構アフリカ部南部アフリカチー

ム長 木藤 耕一を団長とする事前調査団（S/W 協議）を現地に派遣しました。 

 調査団は本件の背景を確認し、必要な情報を収集するとともに、アンゴラ共和国政府の意向を聴取

し、かつ現地踏査の結果を踏まえ、本格調査に関する S/W につき先方政府と協議を行いました。 

 本報告書は、今回の事前調査結果を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査

に資するためのものです。 

 

 終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 18 年４月 

 

独立行政法人国際協力機構   

理事 松岡 和久  
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クアンザ・スル州副知事との協議
(Mr. Victor Da Silva )

MINARSクワンザ・スル州局長との協議
(Mr. Francisco Bernardo Martins )

ベンゲラ州カンジャラコムナの
行政官との協議

 (Mr. Luis Gonzaga)

ベンゲラ州ドンベ・グランデコムナにおける
住民グループリーダーとの協議

ベンゲラ州副知事との協議
 (Mr. Joao Basilio )

MINARSベンゲラ州局長をはじめとした
プロジェクト関係者との協議

 (Ms. Idalina Carlos)



マイクロクレジットにより供与された
灌漑ポンプの活用風景

（ドンベグランデコムナ内Seco村）

トマト栽培をする女性グループ
（ドンベグランデコムナ内Seco村）

ベンゲラ市上空

MINARS（社会復興省）国際協力局長との
S/W協議

劣悪な状況の村の教室
（ドンベグランデコムナ内Seco村）

帰還民の多い集落
（ドンベグランデコムナ内Korango村）



略 語 表 

略 語 正式名称 日本語対訳 
ADRA Adventist Development and Relief Agency アドラ 
CD Capacity Development キャパシティディベロッ

プメント 
C/P Counterpart カウンターパート 
DF/R Draft Final Report 最終報告書案 
FAS (E) Social Support Fund 

(P) Fundo de Apoio Social 
社会支援基金 

F/R Final Report 最終報告書 
GTZ (E) German Technical Cooperation  

(G) Deutsche Gesellechaft fur Technische Zusammenarbeit
ドイツ技術協力公社 

IC/R  Inception Report 開始報告書 
IDA (E) Institute for Development of Agriculture  

(P) Instituto de Desenvolvimento Agrícola  
農業開発局 

MINARS (E) Ministry of Assistance and Social Reintegration 
(P) Ministério da Assistência e Reinserção Social 

社会復興省 

MINADER (E) Ministry of Agriculture and Rural Development 
(P) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

農業地域開発省 

MM Man-Month 人月 
NGO Non-Governmental Organizations 非政府組織 
OJT On-the-Job Training 実地訓練 
PEC (P) Programa de Educação Comunitaria コミュニティ教育プログ

ラム 
PIC (P) Programa de Infantil Comunitario コミュニティ幼児教育プ

ログラム 
P/R Progress Report 進捗状況報告書 
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略文書 
S/W Scope of Work 実施細則 
TICAD Tokyo International Conference on African Development アフリカ開発会議 
UNICEF The United Nations Children's Fund 国連児童基金 
UTCAH (P) Unidade Técnica de Coordenação da Ajuda Humanitária 援助調整ユニット 
WFP United Nations World Food Programme 国連世界食糧計画 

Ｅ：英語 Ｐ：ポルトガル語 Ｇ：ドイツ語 
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第１章 事前調査団の派遣 
 

１－１ 調査の背景・経緯 

（１）アンゴラ共和国（以下、「アンゴラ」と記す）は、和平合意から３年を経た現在、人道緊急援助

から復興支援への移行期にある。そのような状況下、政治の安定及び経済復興が徐々に進められ

ているが、行政機関は依然として脆弱であり、除隊兵士の社会復帰、難民・国内避難民の帰還と

再定住、食糧不足、安全な水の確保、保健医療等、多くの課題がある。 

 

（２）川口前外務大臣のアンゴラ訪問時（2002 年）に表明された「平和構築支援ミッション」は、2003

年に派遣され、その結果、社会インフラ整備・農業技術指導などによる除隊兵士の社会復帰、難

民の再定住化への支援が提言されている。また、我が国はアフリカ開発会議（Tokyo International 
Conference on African Development：TICADⅢ）において、「人間の安全保障」の考えを重視し、対

アフリカ支援の柱の１つに「平和の定着」を掲げ、その実現に向けた協力の拡充を表明している。

2005 年４月に行われたバンドン会議、また７月に行われたグレンイーグルズサミットに際し、日

本政府の対アフリカ開発支援のなかでその旨を改めて表明している。 

 

（３）我が国の対アンゴラ支援は、これまでは無償資金協力（教育・保健・水分野、食糧援助・食糧

増産援助等。約 30 億円／年規模）と研修員受入事業（毎年 10 名程度）が中心であった。JICA は

これまでの我が国の協力を踏まえ、より人間の安全保障の観点に基づいた支援として、除隊兵士

の社会復帰、国内避難民や難民の再定住を促進するため、ホストコミュニティである地域社会の

機能強化を目指した本案件を開始する。その際、現地リソースの活用や他ドナーとの連携などを

視野に入れ、柔軟で機動的な取組みを行っていく。本案件はアフリカにおける『人間の安全保障

プロジェクト』のモデル案件として、迅速性を確保した切れ目のない事業実施、課題に対する分

野横断の総合的アプローチ、ラーニングプロセスを重視する。 

 

（４）本案件では、フェーズ１として、村落プロファイル・開発ニーズの特定と解析、パイロットプ

ロジェクトの実施能力検証等を目的としたプロジェクト形成調査が、2004 年 11 月～2006 年１月

の期間実施された。 

 

１－２ 事前調査の目的 

（１）アンゴラ政府の要請に基づき、クアンザ・スル州及びベンゲラ州における地域機能強化のため

の本格調査を開始する前に、本格調査に係る実施細目（調査範囲・項目・工程及び実施体制等）

について先方政府カウンターパート（C/P）機関（含む州政府）と協議し、合意したうえで、その

結果を実施細則（S/W）に取りまとめ、署名交換を行い、本格調査の枠組みや双方の取決め等を

確認する。 

 

（２）迅速な本格調査実施に向け、必要な情報（ローカルコンサルタント等現地再委託検討に必要な

各種情報含む）の収集を行う。 
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１－３ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 所属・役職 派遣期間 

木藤 耕一 総 括 
国際協力機構アフリカ部

南部アフリカチーム長 
３月 14 日～３月 25 日 

金田 雅之 調査企画 

国際協力機構社会開発部

ガバナンス・ジェンダー

チーム職員 

３月 14 日～３月 25 日 

世古 明也 地域開発 
アイ・シー・ネット株式

会社 
３月 14 日～３月 25 日 

松崎 洋子 通 訳 
財団法人日本国際協力セ

ンター 
３月 14 日～３月 25 日 

 

１－４ 調査日程 

  付属資料３参照。 

 

１－５ 主要面談者 

  付属資料４参照。 

 

１－６ 協議結果概要 

（１）アンゴラ社会復興省との協議結果概要 

当初計画では、調査団滞在中に２度の協議が予定されていたものの、アンゴラ政府社会復興省

（Ministry of Assistance and Social Reintegration：MINARS）側の急遽の予定変更により、１度のみ

の協議となった。しかし、１日かけて当方提示の S/W 案を基に、MINARS 国際協力局長と記載内

容及び文言についての詳細協議を行ったため、実質的な協議時間は確保された。 

その結果、S/W 案については、MINARS 国際協力局長の基本的な了承を得た。しかし、署名に

ついては、省内（大臣）及び州政府関係者に説明を行ったうえで署名する必要があるとのことで

あったため、日本側団長のみ署名を行い（英語版・ポルトガル語版各２部）、MINARS に手交し

た。 

MINARS は、関係各所に説明・確認を了したうえで署名を行い、在アンゴラ日本大使館を通じ

て提出する旨約束した。 

 

（２）地方政府（クアンザ・スル州政府及びベンゲラ州政府）等との協議結果概要 

   MINARSとの協議に先立ち、実際の本格調査実施対象予定地であるクアンザ・スル州及びベン

ゲラ州を訪問し、州副知事等政府関係者及びMINARSの州支局長と協議を行った。また、対象コム

ナ1の１つであるベンゲラ州カンジャラコムナにおいてはコムナ行政官と、同州ドンベグランデコ

ムナでは住民組織代表とも協議を行った。 

調査団から、本件開発調査実施に際し、関係者自身が主体的にかかわり、問題認識とその解決

のための手段模索に力を尽くすことが不可欠である旨を明確に伝えた。地方行政府側としても、

本件開発調査実施への期待は大きく、迅速な実施を求めていることが確認された。また、実施に

                                                  
1 コムナは州、市に続く行政の最小単位をあらわす現地語で、各コムナに５～６人の行政官を配置している。 
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あたり、関係者間でステアリングコミッティの設置等の合意に至った。 

コムナレベルの協議においては、プロジェクト形成調査の中で試行的に行われた実施能力検証

調査の現状及び今後について具体的に話し合った。その際、本格調査開始にあたり、再度対象コ

ムナで住民参加型ワークショップを実施し、その開発ニーズを確認するとともにニーズの優先順

位付けを行い、プロジェクトを実施していくことを確認した。 

 

１－７ 団長所感 

（１）本調査は、「一気通貫案件」として、2004 年 11 月に開始した、プロジェクト形成調査に続く本

格調査実施のための S/W 協議を目的としたものであるが、プロジェクト形成調査での現地作業監

理（2005 年７月）を含め、プロジェクト形成調査実施時のアンゴラ政府側の対応と比較して、以

下に気づいた点を述べる。 

・プロジェクト形成調査時点では、MINARS は、本件取組みに対して必ずしも積極的姿勢が見受

けられず、むしろ「本格調査では州政府を中心として実施してほしい」との考えであった。し

かしながら、今回の協議に際して、先方は、帰還難民等の再定住及び地域社会の機能強化を目

的とした本件の重要性を支持するとともに、協力的かつ友好的に協議に臨み、S/W 署名に向け

て合意点を探る姿勢を示した。残念ながら今回 S/W 署名交換には至らず、日本側署名を了した

ものを手交するにとどまったが、先方が、最後まで先方関係者の了承を取り付けて署名を了す

る可能性を検討していた点は、特記しておきたい。 

・州政府並びに現場の関係者（コムナ代表、住民組織等）も協力的であり、クワンザ・スル州、

ベンゲラ州ともに、州副知事との面談、州政府関係当局との協議を行うことができた。アンゴ

ラの地方州では、一般的に知事レベルのトップダウンの傾向が強いが、今回の協議では事務レ

ベルにおいても能動的対応が見られ、プロジェクト形成調査実施の効果の１つと考えられる。 

・総じて今回の一連の協議において、アンゴラ側は真摯な対応ぶりを示し、本格調査の早期実施

に向けて、関係者間のコンセンサス形成並びに実施体制の確立を図っていたといえる。 

 

（２）本格調査の実施にあたっての留意点として、以下を述べる。 

・プロジェクトサイトは、地方州のいわゆる僻地といってよい地域であり、かつ２州の３コムナ

は相互に距離が離れているため、プロジェクトの日本側実施体制・実施工程を十分に検討する

必要がある。特に、現場へのアクセスに時間を要すること、雨季には道路は悪路と化し、地雷

の危険性も皆無とはいえないこと、信頼できる医療施設がないこと、現場での通信手段は衛星

電話に頼らざるを得ないこと等といった物理的制約条件を熟慮し、安全確保を最優先して無理

のない計画を立てる必要がある。 

・アンゴラ側にイニシアティブが芽生えてきていることから、本格調査で実施予定のパイロット

事業に関しては、調査がある程度軌道に乗った段階で、アンゴラ側にその実施管理を一部試行

させることも一案と考えられる。また、こうしたアンゴラ側との役割分担により、上記（１）

の日本側実施体制に係る負担を軽減できる可能性もあると思われる。 

・本件に対する MINARS の積極的姿勢が継続するのであれば、本格調査の実施を通じて、中央政

府・州政府の関係をより密接なものとし得る可能性もある。クワンザ・スル州 MINARS の説明

によれば、州レベルでのドナーの活動を MINARS に定期的に報告する機会がある由であり、こ

うした機会をうまく活用することにより、地方レベルでの開発プロセスの教訓や経験を
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MINARS とも共有できる可能性があると考えられる。 

・在アンゴラ日本大使館では、本件と連携する形で草の根無償を検討する用意があるとのことで

ある。本格調査のなかで、同スキームの活用によるパイロット事業の補完または拡大を検討す

ることが望ましい。 
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第２章 調査結果 
 

２－１ 社会復興省（MINARS）との協議概要 

（１）協議要点 

・当方提示の S/W 案を基に、社会復興省（MINARS）国際協力局長と記載内容及び文言について

詳細協議を行った。 

・まず、アンゴラ政府側が S/W 等、開発調査実施までの必要な手続きについて十分に慣れていな

いことに鑑み、説明を行い、理解を得た。 

・在アンゴラ日本大使館からも、本件開発調査を重要視しているとの発言があった。 

・S/W 案については、MINARS 国際協力局長の基本的な了承を得たものの、署名については、省

内（大臣）及び州政府関係者に説明を行ったうえで署名する必要があるとのことであった。そ

こで、日本側団長のみ署名を行い（英語版・ポルトガル語版各２部）、MINARS に手交した。

MINARS は、関係各所に説明・確認を了したうえで署名を行い、４月７日までに在アンゴラ日

本大使館へ提出する、また３月末にその進捗状況を JICA 南アフリカ事務所に報告する旨約束

した。 

 

（２）S/W 当初案からの主要変更内容・変更理由 

S/W 該当箇所 変更内容 変更理由 

Ⅳ．2.(4) 

Scope of Project 
関係政府機関及び NGO 関係者に対し、プ

ロジェクトモニタリング及び評価を通じ

て実施するものとして、OJT のみでなく

Off-the-Job Training を追記。 

MINARS より OJT のみに限らないのでは

ないかと指摘があり、本格調査実施内容

に鑑み、Off-J-T 実施の可能性は確かにあ

ると判断し、追記した。 
Ⅶ．1.(1) 

Undertaking of 
Angola 

「プロジェクトチームにプロジェクト地

域における危険を通知し、必要なあらゆ

る手段をとる」という前段を削除。 

MINARS より削除依頼あり。実質的には

“to secure the safety of the Team”で足りる

と判断し、了承した。 
Ⅶ．1.(2) 

 

「外国人登録や領事手数料の免除」とい

う後段を削除。 
外国人登録制度がなく、該当しないため。

Ⅶ．1.(3) 「実際に当該項目対象となるような物品

の購入が生じた場合には、相談したうえ

で免税を決定する」という文言を末尾に

付記。 

MINARS から本項目自体の削除依頼があ

ったが、修正により対応。本項目の適用

が想定されるのは、JICA 南アフリカ事務

所による調査用車両の購入の場合である

が、MINARS のみならず外務協力省との

協議が必要となること、また具体的な車

両購入手続き、免税措置等の手続きの詳

細を更に確認する必要があることから、

左記文言を付記することで対応した。 
Ⅶ．1.(4) 

 

削除。 MINARS から本項目の削除依頼あり。実

際に調査団員が現地にて収入・手当を受

け取る事例は想定されないため。 

Ⅶ．1.(7) 

 

「写真」及び「アンゴラ国から日本への

持ち出し」については記述から削除した。

MINARS から依頼があり、調査実施上支

障ないと判断し、了承した。 
Ⅺ．Validity of 
this scope of 
work 

JICA 本部における事前評価表の決裁が了

した段階で、本 S/W が発効する旨付記。

JICA 側より手続き上の必要性から提案

し、MINARS も了承。 
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２－２ クアンザ・スル州における調査概要 

 ２－２－１ 州政府との協議概要 

 （１）アンゴラ政府の開発政策と本格調査の位置づけ 

アンゴラが内戦後、農村地域で進める復興活動の代表的なものとして、除隊兵士社会復帰局

が進める除隊兵士の社会復帰事業、MINARS が管轄する国内避難民、帰還難民の社会復帰・定

着事業と社会支援基金（Fundo de Apoio Socials：FAS、世界銀行の融資）による学校、保健所

を主とした村落インフラの普及があげられる。本格調査の C/P 機関となる MINARS の事業は、

これら国内避難民や帰還難民のみを対象とするものではなく、彼らが在住する集落やコミュニ

ティを包括的に扱っている。 

 

 
Capolo 
Comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その例として、職業教育を柱とする成人教育（PEC）や就学前児童教育（PIC）等があげられ

る。特に PEC では、簡易なインフラ整備、人権、洋裁、刺繍、識字教育、保健・衛生教育、老

人相互扶助等を実施しており、これらの活動の持続性確保は、住民のイニシアティブと組織力

に依拠する。本格調査の主旨である地域機能強化は、住民と行政の能力強化を目的としている

ことから、このような MINARS の活動との整合性が極めて高いことが確認され、州政府と

MINARS クアンザ・スル支局長より、調査の実施と調査対象地域〔カポロ（Capolo）コムナ、

地図参照〕に同意が得られた。 

 

 （２）プロジェクトのモニタリング体制について 

ケースバイケースであるが、通常 MINARS、プロジェクト実施機関、州政府代表で構成され

るモニタリングメンバーで月平均１回の割合でプロジェクトサイトを訪問する体制をとってい

る。その際、特にモニタリングに必要な手法や指標を採用しているわけではない。プロジェク
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トサイトの訪問については、本格調査で実施されるパイロットプロジェクトについても同様な

体制がとられるものと思われる。しかし、そのような機会に関係行政官のプロジェクトモニタ

リング・評価に係るキャパシティ強化を兼ねるため、適切な指標を設定することが必要となろ

う。 

 

 （３）他のドナーの動向、その他 

過去、ドイツ技術協力公社（German Technical Cooperation：GTZ）がガベラ（Gabela）市で

義足製作や井戸の設置等の協力を実施した。その際、州政府は事務所の提供をした。本格調査

においても活動の拠点となるポルト・アンボイン（Porto Amboin）市役所に事務所提供につい

ての打診をすること、並びに調査団の身分証明書の発行をすることに問題のないことを確認し

た。 

 

 ２－２－２ プロジェクト実施体制 

  州政府側は、関係者グループのメンバーとして以下の機関を暫定的に定めた。活動内容の詳細や

担当者については、プロジェクト開始にあたり調査団と協議することとした。 

 （１）社会復興省（MINARS）クアンザ・スル支局 

 （２）ポルト・アンボイン市役所（カポロコムナを管轄する市役所） 

 （３）援助調整ユニット(UTCAH) 

 

 ２－２－３ 州内対象コムナの状況 

 （１）実施能力検証調査の状況 

   １）いんげん豆の種子配布 

     本検証調査は、本件を担当する NGO が、①受益者の選定、②種子の配布、③収穫後の種

子返却による次期栽培用種子の確保からなるプロセスを実施し、最終的に地域の自立的な種

子の配布システムを構築することを目的としている。調査は現在も実施中である。種子とし

てのいんげん豆は、2005 年６～７月にかけて下の表に示される５集落に配布され、農業開発

局の技術指導を受け栽培し、以下のような結果を得た。 

 

集落名 カタンバ マクルンゴ１ マクルンゴ２ マクルンゴ３ カポロ 

配布量 600Kg 600Kg 600Kg 426Kg 1050Kg 

裨益家族数 38 52 63 26 116 

種子返却量 1050Kg 200Kg 250Kg 150Kg 300Kg 

種子返却量／

受取量／人 
1.75 0.33 0.42 0.35 0.29 

 

    ａ）カタンバ 

      ５集落中収穫量、収穫後の種子返却量、１人当たりの返却率とも最も多かった。裨益グ

ループは返却種子を防虫しつつ保管する技術、設備を有していない。そこで、種子を販売

し売上金を裨益グループで管理し、翌年の種子購入にあてる提案がなされた。 
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    ｂ）マクルンゴ１、２、３ 

      マクルンゴは収穫量、返却量とも少なかった。種子の配布時期が種子まきシーズンの後

半であったこと、さらに、畑は水源の近くにあるものの、集落が畑から離れているため、

十分な手入れが困難であったことがその原因といわれている。また、上記のように配布時

期がシーズン後半であったため、受け取りを拒否する世帯も見られた。 

 

    ｃ）カポロ 

      カポロは量的に最も多い種子の裨益グループであるが、１人当たりの返却率は最も低か

った。その理由は、コムナの行政がおかれており、政府の援助を最も多く受けた集落であ

ること、それにより、調査団側が集落リーダーに種子の配布条件（収穫後の種子の返却等）

を説明したにもかかわらず、種子配布は「政府の供与」であると伝えたことに起因してい

る。 
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２－３ ベンゲラ州における調査概要 

 ２－３－１ 州政府との協議概要 

  団長より、本調査の目的は開発にかかわる関係者の能力開発、パイロットプロジェクトの実施結

果を踏襲した開発モデルと地域開発計画の立案であることを説明した。 

  ・それに関し、FASAC2局長より関係者グループの機能について、プロジェクト実施集落やプロジ

ェクト実施内容を決定するものであるかとの問いを受けた。 

  ・団長より、それらの内容は住民のイニシアティブを尊重することを第一義とし、関係者グルー

                                                  
2 Ministerio da Familia, Promoção e Desenvolvimento da Mulher（家族女性振興省）、Ministerio dos Antiguos Combatentes e Veteranos de Guerra
（退役軍人省）、Ministério da Assistência e Reinserção Social（MINARS）の３省が再編・集約された省で、現在のところ実験的にベン

ゲラ州のみにある。 
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プはむしろ州政府レベルでの同意を確認する機能を所持するというイメージであるとの回答を

し、局長より合意を得た。 

  ・農業地域開発省（MINADER）ベンゲラ支局長より、カンジャラの灌漑修復の実施能力検証調

査について工事の中断要因、現地側 NGO のパフォーマンスについて質問された。 

  ・本件は農業地域開発省の下部機関である農業開発局（Institute for Development of Agriculture： 

IDA）職員のイニシアティブにより進められたが、住民参加型の工事について十分な話し合い

が行われていなかったため、工事は中断している。現在では、工事の再開についてコムナ行政

の担当官が住民と直接話し合いを進めている。このような行政官の担当者意識が醸成され、住

民の動機付けを自主的に始めたという現地側の実施能力を検証することができた点において、

本来の目的を達成している。いずれにしても、工事を中途で終わらせる予定はなく、本格調査

中に終了することを説明し了承を得た。 

 

  他ドナーの動向、その他に関して、調査期間に得られた関連情報を下記する。 

  ・海外からの難民の帰還が現在でも続いており、それにより国連世界食糧計画（WFP）がローカ

ル NGO を介した緊急食糧援助を 2005 年 11 月より実施している。この援助はフェーズ１とし

て 2006 年５月まで継続され、その後、フェーズ２として Food for Work により市の清掃を行う

計画がある。ちなみに沿岸地域都市部の帰還難民数はフェーズ１の期間中に下記のように変化

した。 

    ロビート市 552→ 702 人  

    ベンゲラ市 600→ 799 人 

    バイア・ファルタ市 81 人 

  ・国連児童基金（UNICEF）により「アフリカの学校プロジェクト（Escola para Africa）」が開始

された。同プロジェクトには学校の修復予算 7,000 米ドル／棟、新築予算 14,000 米ドル／棟が

あてられているが、新築予算に関しては、世銀の融資で FAS の予算が 60,000 米ドル／棟と大

きな格差がある。 

  ・その他、欧米の国際 NGO が内陸部のクバル（Cubal）、チョンゴロイ（Chongoroi）、カイバンボ

（Caibambo）市を中心として教育インフラ、教育改善に関する活動を実施している。 

 

 ２－３－２ プロジェクト実施体制 

  州政府側は関係者グループメンバーとして、以下の機関を暫定的に定めた。さらに、関係者グル

ープの役割分担を文書化し、州政府から JICA 側に知らせることとした。 

 （１）家族女性振興局 

 （２）社会復帰復興局 

 （３）農業農地開発省ベンゲラ支局 

 （４）バイアファルタ市役所 

 （５）ロビート市役所 

 （６）援助調整ユニット 
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 ２－３－３ 州内対象コムナの状況 

 （１）カンジャラコムナ 

   ・行政官との協議を実施し、当方から今後のプロジェクトの内容と実施スケジュールを説明し

た。行政官より実施に際し、以下の点が指摘された。 

   ・カンジャラコムナは内戦の影響を直接受けた地域で、様々な問題を抱えている。本格調査の

実施に対する期待は高い。 

   ・特に灌漑、学校、保健等のインフラに対する投資が極めて重要である。しかし、集落間のア

クセスが悪い。 

   ・本コムナで住民参加型の事業を実施するには集落の教会とソバ（村のリーダー）の関係が強

く、そのような社会特性を利用すべきである。 

   ・あるいは住民の団結力を高めるために、既述のような投資を利用するという発想も重要であ

る。 

   ・調査団が実施している灌漑の修復は現在中断しているが、ぜひ完成させてほしい。本件に関

しては、NGO の位置づけが明確でなかったこと、また彼らによるフォロー不足が中断の主な

理由だと考える。本件の要となる石工には、彼らが十分に働けるよう食事等だけでも準備す

る必要がある。 

   ・その他の情報として、中国がカンジャラ－ロビート間の道路修理をする。また 2006 年５月に

当該地域でも携帯電話が使用可能となる。 

 

   １）クベロ灌漑施設復旧 

    ・灌漑施設の復旧工事は 2005 年の 11 月から停止している。その原因は、民間の大規模自作

農者がカンジャラコムナ内の幾つかの農園を取得し、それらの農園内にある灌漑施設を修

復するため、住民に食事を提供する条件を提示し、同案が受け入れられたことによる。 

    ・コムナ行政官は、クベロ灌漑施設は地元住民の畑地を灌漑するもので、生産を取り戻す重

要な工事であり、復旧工事を中断することなく継続すべきであると説得したが、食糧事情

がおもわしくない住民は工事の一次中断を選択した。 

    ・クベロ灌漑施設に直接関係する集落のリーダーは、修復の重要性を明確に認識しているが、

食糧事情の悪い住民たちに工事を強要することはできない。しかし、今後も住民の組織化

と団結心の向上に努めていくとの見解を得た。 

    ・灌漑復旧工事開始前に関係集落間で組織化された住民復旧委員会は、複数の集落間に対す

る共通利益のために、はじめて組織化された委員会であった。それにもかかわらず、工事

が中断した原因の１つとして、委員会が住民の組織化を強固なものにできなかったことが

あると自己評価している。 

 

   ２）識字教育 

    ・識字教育の村内講師トレーニングプログラムは、2005 年７月、計画どおり 30 人の講師を

養成し終了した。さらに NGO の自助努力により養成された講師により半年間の識字教育

が実施され、下記表のような結果を得た。本事業は、ロビート市教育局の成人教育システ

ムの一部として正式に取り入れられる可能性が示された。 

    ・課題として、①教科書、ノート、筆記用具の絶対的な不足、②NGO のモニタリング体制、
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③外部者（トレーナー含む）訪問時の宿泊所不足、があげられる。 

    ・カンジャラといういまだ食糧事情が改善されていないコムナにおいて、識字受講登録者の

４割以上が修了試験に合格するという予想以上の実績から、今後住民に対し他の生計向上

手段や労働時間軽減の活動が導入されれば受講者と修了試験の合格者、さらに進級者の増

加が期待できる（下記表を参照のこと）。 

 

識字受講登録者数 修了試験合格者数 修了試験不合格者数 ドロップアウトクラス 

総数 女性数 総数 女性数 総数 女性数 総数 女性数 

識字初歩 750 521 314 201 134 100 302 220 

 

   ３）学校修復 

    ａ）クイオ（Cuio）集落 

     ・集落とコムナ内で石工が調達できないことで、就学児童の親組織は自発的にロビート市

を訪問し、石工の調達交渉を行った。石工との交渉は、人件費として 40,000 クアンザ（約

500 米ドル）＋昼食・夕食、石工に対する宿泊施設の提供、工事に対する住民の積極的

な参加を条件として成立した。 

     ・親組織は集落から人件費の５割と石工の食費 200 クアンザ／日を負担し、調査団は修復

に必要な資材と石工の人件費を５割負担することで実施能力検証調査は開始された。 

     ・学校修復は完工に至らなかった。その理由は、①石工の帰省回数の多さ（地元で石工調

達が不可能であったこと）、②緻密な積算不足（セメント不足）、③担当した NGO のフ

ォロー不足、があげられる。 

 

    ｂ）カテケ（Kateque）集落 

     ・本集落も学校修復は完了していない。 

     ・理由として上記のクイオの学校修復を担当する NGO のフォロー不足である。具体的に

は、石工への支払い額が最後まで明確にされず、それが引き金となり石工の工事に対す

る動機づけが漸減した。 

 

 （２）ドンベグランデコムナ 

    週末のため行政官との協議は実施できなかったが、実施能力検証調査を行っている住民開発

組織（ヌクレオ）の代表と協議を行った。 

   ・代表者は、本格調査にあたり、行政官の役割はプロジェクトのモニタリング・評価の実施者

であると理解している。それについては、ヌクレオが取り扱っている実施能力検証調査（ポ

ンプの融資）に関し、ドンベグランデコムナ行政官、ヌクレオとポンプ受益グループの３者

で署名を行い、上部機関であるバイアファルタ市の副行政官に報告をしている事例をあげた。 

   ・またヌクレオの要望として、本格調査では行政が上記以上のモニタリング・評価能力を高め

ることが期待され、それに関するキャパシティディベロップメント（CD）実施の必要性があ

げられた。 

   ・団長より、「JICA のプロジェクトは行政がやるべきことを肩代わりするのではなく、本来あ

るべき行政の姿に近づけるメカニズムを構築することにより、住民の問題解決能力が向上す
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ること。そして本格調査は、そのような学習のプロセスを支援するプロジェクトであると考

えている」との説明に対し、先方の理解を得た。 

   ・ヌクレオは国レベルにおいても住民を主体とした開発組織として注目されており、ドンベグ

ランデで実施した小規模ビジネス、組織マネジメント、リーダーシップ教育事例について州

内のガンダコムナ住民に伝えた経験を有する点で、他コムナに対する同様組織の設立に協力

できることを確認した。 

 

   １）ポンプ融資 

     当初ポンプは８集落のグループに対して融資を行う予定であった。しかし、全世帯が旧避

難民で最も貧困度の高い２集落は無償による供与のみを要求したため、融資を見送った。６

グループに対する融資は 2005 年９月に実施され、現在、２グループが返済を開始し、その額

は融資額の約 10％である。返済額は計画どおりではないが、その理由として野菜栽培に必要

な肥料を融資しなかったため、予想した生産量を達成できなかったことがあげられた。今後

の課題は、計画どおりの生産を達成するために必要な手段を自助努力でどのように得るかで

ある。例えば、ヌクレオの場合、過去の融資事業による返済金を組織活動費として所持して

おり、調査団だけに頼らず自らの資金融資を行うことで、受益者に対する最大効果をあげる

システム作りを行うことが可能と考えられる。 

 

   ２）学校修復 

     アンゴラでは、内戦後に行われているインフラ等の復興支援は、国際機関による住民参加

型の Food for Work の影響が色濃く残り、見返りのない活動への参加は困難であるとの見方

をすることが一般的である。その典型的な例が既述のカンジャラコムナの灌漑修復である。

しかし、センジ（Senji）１集落で実施された住民参加型による学校修復は、Food for Work
に頼ることなく、限られた資金で、当初予定していた３カ月の工事期間を２カ月で終了させ

ることができた。本集落は、既述のポンプ融資を断念した集落である。しかし、本件を担当

した NGO が調査団の指示どおり住民に対し学校修復の必要性を根気強く説明したこと、工

事参加の仕組みについて、住民の農業従事時間に無理のない交代の仕組みを提示することが

可能であったため、このような良好な結果を得ることが可能であった。しかし、もう１つの

目的であった学校保守のための住民組織については、予算の制約上、NGO による十分なフォ

ローが不可能であったため設立されていない。 
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第３章 本格調査の実施方針 
 

３－１ 調査の目的と基本方針 

（１）目 的 

   内戦終了後における農村地域の社会復興を視野の中心に据え、パイロットプロジェクトの実施

を介して、住民と行政がそれぞれの役割分担を担いつつ、組織的に地域の課題を解決する能力強

化プロセスの支援。 

 

（２）調査基本方針 

  １）キャパシティディベロップメント（CD）型開発調査 

    本調査においては、パイロットプロジェクトの実施を活動の一部として位置づける。パイロ

ットプロジェクトは参加する関係者の個々、各組織の能力強化と組織間の相乗効果の発現を促

すツールとしての役割を担う。したがって、実施されるパイロットプロジェクトと関係する個

人、組織の CD の関係や相乗効果が具体的に示されることが望ましい。 

 

  ２）農村社会復興モデルの提示、それを中核とした地域開発計画の策定 

    州政府の開発予算策定において、コムナのニーズに対し適切に投資される仕組みが構築され

ていない。その要因の１つに、行政官のプランニング能力が育成されていないことがあげられ

る。「ニーズサーベイ」→「住民参加型の計画・立案」→「実施」→「モニタリング・評価」→

「フィードバック」というサイクルのパイロットプロジェクトの経験から得られる教訓を核と

し、関係者の組織的な能力強化と適切な予算の流れを含めた１つのモデルとして提示する。さ

らに、このモデルを取り入れた実効性のある地域開発計画を策定する。 

 

  ３）調査期間・地域・内容の拡大の可能性 

    本調査期間は原則２年半を目処とする。しかし、調査の進展に伴い、実施しているパイロト

プロジェクトの効果と C/P 機関の要望により、期間の延長、地域の拡大、あるいは調査終了後

の他スキームによる協力への発展の可能性も残す。 

 

 ３－２ 調査対象地域 

  本調査の対象地域は、クアンザ・スル州カポロコムナ、ベンゲラ州カンジャラコムナ、ドンベグ

ランデコムナの３コムナを主体とする。 

 

 ３－３ 調査内容及び工程 

  調査内容は以下に示すプログラムで構成される。 

 （１）対象地域の開発ニーズを明確にする 

 （２）そのニーズを踏まえたパイロットプロジェクトの計画・実施を行う 

 （３）農村社会復興のモデルの提示とそのモデルを盛り込んだ地域開発計画を立案する 

 （４）調査で得られた知見を普及する 

 

  それぞれのステップで想定される課題を以下に示す。 
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  １）対象地域の開発ニーズを明確にする 

   ・プロジェクト形成調査で行われた実施能力検証調査のレビューにより得られる本格調査に反

映すべき教訓を明確にする 

   ・住民参加型ワークショップにより、ニーズと優先度の再確認をする 

   ・住民参加型ワークショップでのニーズ把握を行うことにより、コミュニティにおける避難民

等と先住住民との間の摩擦や弱者配慮が反映された形での実施につなげる 

 

  ２）ニーズを踏まえたパイロットプロジェクトの計画・実施 

   ・確認されたニーズに基づき、集落の現状と本格調査の目的との整合性に留意し、実施計画を

作成する。その過程でコムナ行政官とローカル NGO の積極的な参加を促し、さらに参加者

の観察により、関係者の開発関連の能力開発に必要とされる支援内容を調査する 

   ・モニタリングは各活動の実施状況だけではなく、関係者の能力開発、組織力がチェックでき

るような指標を設定して実施する 

   ・コムナ行政官の CD をプロジェクトのモニタリング・評価の実施を介して行う 

 

  ３）農村社会復興のモデルの提示と地域開発計画を立案する 

   ・農村社会復興モデルと地域開発計画は他地域への適用を考慮し、調査対象地域との社会・経

済、自然環境等の留意すべき共通点と相違点を可能な限り明確にしておく 

 

  ４）調査で得られた知見の普及 

   ・セミナー等通常の普及を含め、住民と行政、ローカル NGO 間で知見が普及するようなシス

テムを考慮し、実施する 

 

３－４ 調査実施体制 

（１）関係者グループ 

   本調査においては、現地において関係者グループをプロジェクトのモニタリング・評価機関と

して、またテクニカルワーキンググループを技術移転・アクションプラン策定実行組織として設

置する。また、いかに調査対象市、コムナを参加させるかが本調査の成否を握るため、現地にお

ける調査実施体制について十分な検討をすることとする。 

 

（２）地域の経験と人材の活用 

   地域に蓄積されているノウハウを利用することが、特に技能面における持続性の確保を担保す

る。また、住民の組織的な課題への対応能力を育成するには地域のリーダー、あるいは、強いリ

ーダーシップが観察されない場合は複数体制による育成の仕組みを構築していく必要がある。プ

ロジェクト対象地域でそのような視点に立ち、構築のための個々の能力と人材配置の仕組みを考

えることが重要となる。 
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（３）調査工程と要員構成 

   調査は原則として平成 18 年度５月下旬に開始し、約 30 カ月後の終了を目処とする。 

年 月    平成 18 年      平成 19 年       平成 20 年 

5   7   9   11   1   3   5   7   9   11   1   3   5   7   9   11   1 

  

現地調査 

 

 

 

レポート   IC/R P/R P/R DF/R F/R

セミナー  

国内調査 

注：IC/R : Inception Report 
       P/R : Progress Report 
       DF/R : Draft Final Report 
       F/R : Final Report 

 

（４）業務量の目処 

  総計    総計 約 58.00MM （現地約 55.00MM 国内約 3.00MM） 

  第１年次     約 26.60MM （現地約 26.00MM 国内約 0.60MM） 

  第２年次     約 18.40MM （現地約 18.00MM  国内約 0.40MM） 

  第３年次     約 13.00MM （現地約 11.00MM  国内約 2.00MM） 

 

（５）要 員 

   本調査は、地域の課題解決能力の強化を、パイロットプロジェクトを住民、行政の参加型で実

施することを介して行う。そのため、ローカルの資機材、人材を最大限利用することを基本とす

る。そこで、限られた期間のなかで最大の効果をあげるため最も必要な分野の団員に限定し、可

能な限りの派遣期間を確保することにより、切れ目のない CD を実施することを要員配置の基本

とすることが望ましい。 

   そこで、以下のような団員の参加が考えられる。 

 

  １）総括／地域開発計画 

  ２）副総括／組織強化 

  ３）ジェンダー 

  ４）村落インフラ 

  ５）ノンフォーマル教育 

  ６）改良かまど 

  ７）社会福祉 

  ８）畜産 

  ９）複合農業 

    ＊６）～９）の必要性は初年度に再確認することが望ましい 

 

－15－ 



３－５ 調査実施上の留意点 

（１）社会的特性 

   プロジェクトサイトの３コムナは、自然・社会条件、アクセス等それぞれに特徴がある。特に

留意すべき点として、クアンザ・スル州のカポロコムナは集落間の距離が最も離れていること、

雨季にはアクセス不能となること、集落によっては飲料水の確保が極めて困難で最も厳しい条件

を有していることである。その反面、住民の自主性がもっとも強いと考えられる。ベンゲラ州の

カンジャラコムナは内戦中激戦区であった。自然条件は３コムナ中最も農業に適しているが、ア

クセスのよい多くの土地は荘園主の農地で占められている。当該コムナに定住した旧難民の集落

もあるが、最も条件の悪い土地に移住している。同州のドンベグランデは内戦中多くの難民が居

住した地域で国際機関の緊急援助が大規模に行われた。農地としての土質はよいとはいえないが、

富裕農家による野菜栽培が行われるなど農業技術は３コムナで最も高いものを持つ。また集落間

の社会・経済格差も激しい。住民組織についてはアンゴラの最も信頼性の高い NGO の１つであ

る ADRA Angola が 10 年にわたり組織化指導をしてきた結果、住民による開発組織が存在し、コ

ムナレベルでの活動を開始している。 

   このようなそれぞれの特徴を熟慮し、ポジティブな部分を十分活かしていけるようなプロジェ

クトの制度設計を行う必要があろう。 

 

（２）行 政 

   実質的に C/P 機関となる州政府にイニシアティブが見られるようになってきた。パイロットプ

ロジェクトの実施中、コムナ行政官レベルのイニシアティブが十分に高まってきたことが確認さ

れたら、事業の実施管理をできるだけ試行させることを考慮する。 

 

（３）NGO の能力 

   プロジェクト形成期間に行われた実施能力検証調査を介して、ローカル NGO の能力につき、

下記の点が明らかになった。 

 

  ＜プロジェクト積算、運営能力＞ 

    ローカルの３NGO により、カンジャラコムナで灌漑施設、学校修復を、ドンベグランデで学

校修復を行った。カンジャラコムナでは工事が進展するにつれ、それぞれセメント等の建材が

不足することが明らかとなった。その一方、ドンベグランデで実施された学校修復は当初予定

の３分の２の期間で完成した。また、識字教育の村内教員養成については予定どおりの養成が

行われた。このように NGO による積算、運営能力にかなりのバラツキが見られることから、

本格調査で実施するパイロットプロジェクトの積算には細心の注意を払うこと、並びにあらか

じめ担当する NGO のプロジェクト運営能力指標を設定し、不足する部分について指導してい

く必要があると考える。 
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（４）安全面 

   プロジェクトサイトの３候補地はそれぞれ互いに距離が離れている。プロジェクト本拠地をど

ちらかの州にした場合、他州のサイトへ日帰りでいくことは不可能になる。また、雨季には道路

事情が極めて悪く、アクセス不能になる集落もある。さらに、非常時に信頼できる医療施設がな

く、現場での通信手段は無線機や衛生電話に頼らざるを得ない等、物理的制約条件を十分考慮し、

安全確保を最優先した実施体制・実施行程を検討する。 
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１．Terms of Reference（要請書） 

 

２．Scope of Work（S/W） 

 

３．調査日程 
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５．事前評価表 

 

































































実施内容 宿泊地

Day 1 3月14日 火 AM

PM 東京発（17：45 JL735）＜香港経由＞23：50発 SA287

Day 2 3月15日 水 AM
ヨハネスブルク着（7：10）
プレトリアへ移動
10：00　JICA南アフリカ事務所訪問打合せ

PM ヨハネスブルクへ移動（12：00→13：00）
ヨハネスブルク発（15：00）ルアンダ着（17：20）

Day 3 3月16日 木 AM  9：00 在アンゴラ日本大使館協議・表敬
10：00 アンゴラ外務省表敬【 Cancel】

PM 14：00 MINARS表敬・協議【Cancel⇒日程調整】

15：00 UNSECOORD安全対策ブリーフ

Day 4 3月17日 金 AM  8：30 移動（ルアンダ→クアンザ・スル）

PM 14:00 クアンザ・スル州政府との協議

Day 5 3月18日 土 AM 移動（クアンザ・スル→ベンゲラ州カンジャラ）
11：00 カンジャラコムナ行政官との協議

PM 移動（ベンゲラ州カンジャラ→ベンゲラ）

Day 6 3月19日 日 AM

PM

Day 7 3月20日 月 AM  9：00 ベンゲラ州政府との協議（州副知事との協議）

PM 12：00 ベンゲラ州プロジェクト関係者との協議

Day 8 3月21日 火 AM 12：00 Air Ggemini FOLK50（ベンゲラ→ルアンダ）【空路】

PM 13：30 ルアンダ着
17：00 JICA南アフリカ事務所長との打合せ

Day 9 3月22日 水 AM  9：00 MINARS協議（S/W）～17：00

PM 17：30 在アンゴラ日本大使館報告

Day 10 3月23日 木 AM 資料整理・精算手続き

PM ルアンダ発（14：05）、ヨハネスブルク着（18：25）
プレトリアへ移動

Day 11 3月24日 金 AM JICA南アフリカ事務所報告
ヨハネスブルクへ移動（10：00→11：00）

PM ヨハネスブルク発（13：10 CX748）

Day 12 3月25日 土 AM ＜香港経由＞7：35香港着、10：10香港発 JL730

PM 東京着（15：00）

ベンゲラ

スンベ

ルアンダ

ルアンダ

南ア
プレトリア

ドンベグランデ現地踏査
　（住民組織代表との協議）
　（パイロットプロジェクト対象村落 Seco村視察調査）

ベンゲラ

日　程

ルアンダ

ルアンダ

ベンゲラ

Administrator
３．調査日程



 ４．主要面談者リスト

在アンゴラ日本大使館 
 ・柴田全権大使 
 ・高橋経済協力担当三等書記官 
 
JICA 南アフリカ事務所 
 ・下村所長 
 ・須賀企画調査員 
 
クアンザ・スル州 
 ・Mr. Victor Da Silva（クアンザ・スル州副知事） 
 ・Mr. Francisco Bernardo Martins（MINARS クアンザ・スル支局長） 
・Mr. Matias De Oliveira（MINARS クアンザ・スル支局計画・統計・プロジェクト担当部

長兼官房局長） 
・Mr. Quizua Bernardo Domingos〔援助調整ユニット（UTCAH）〕 

 
ベンゲラ州カンジャラコムナ 
 ・Mr. Luis Gonzaga（カンジャラコムナ行政官） 
 
ベンゲラ州ドンベグランデコムナ 
 ・Mr. Cristiano Luis（住民組織 NRA 代表） 
 ・Mr. Joao Chingumbinda（住民組織 NRA スタッフ） 
 
ドンベグランデ州カウンターパート 
 ・Ms. Idalina Carlos（MINARS ベンゲラ支局長） 
 ・Mr. Abrantes de Carlos（ベンゲラ州農業・村落開発局長） 
 ・Ms. Ilda Aguas（ベンゲラ州家族女性推進局） 
 ・Mr. Basilio Lassenda Yese（バイアファルタ市行政官） 
 ・Mr. Joao Kapula（MINARS ベンゲラ支局社会支援部長） 
 ・Mr. Orlando Monteiro（ベンゲラ州人道支援調整部長） 
 ・Mr. Joagiue Lazaro（ベンゲラ州計画局） 
 ・Ms. Marinela Sindala（ベンゲラ州社会復興支援部長） 
 
社会復興省（MINARS） 
 ・Dr. Maria de Lourdes B. dos Santos Carlos（国際交流局長） 
 ・Mr. Jaime Antonio（アジア・アフリカ・中東担当部長） 
 ・Mr. Alssino（２国間協力担当部長） 
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 ５．事前評価表

作成日：平成 18 年４月７日 

担当部・課：社会開発部ガバナンスジェンダーチーム 

１．案件名 

アンゴラ共和国社会復帰・地域復興支援計画調査 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

   本調査は、アンゴラ共和国（以下、「ア国」と記す）の農村地域を対象に、内戦終了

後、当該地域に帰還し再定住する人々に留意しながら、住民参加型のパイロットプロ

ジェクトの実施を通じて、住民と行政官を含めた関係者が組織的に地域の開発課題を

解決する能力の強化を図るものである。 

 

（２）調査期間  

   2006 年５月～2008 年 10 月（30 カ月） 

 

（３）総調査費用 

   約３億円 

 

（４）協力相手先機関  

  a．協力相手国実施機関名：社会復興省（監督機関） 

               ※クアンザ・スル州政府、ベンゲラ州政府（実施機関） 

  b．協力相手国実施機関責任者役職名：Director of International Exchange Cabinet,  
Ministry of Assistance and Social Reintegration 

 

（５）計画の対象（裨益対象者及び規模） 

  a．対象地域：クアンザ・スル州 カポロコムナ 

ベンゲラ州 カンジャラコムナ、ドンベグランデコムナ 

※「コムナ」は州、市に続く行政の最小単位をあらわす現地語で、各コ

ムナに５～６人の行政官を配置している。 

  b．対象者 （直接裨益者）：カポロコムナ（約 500 世帯） 

               カンジャラコムナ（約 700 世帯） 

               ドンベグランデコムナ（約 1000 世帯） 

               各コムナ行政官（社会開発担当）２名×３コムナ＝６名

程度 

        （間接裨益者）：カポロコムナ（3,000 世帯） 

               カンジャラコムナ（3,700 世帯） 

               ドンベグランデコムナ（5,000 世帯） 

               州政府計画局担当職員２名（各州１名） 

               管轄市役所計画担当職員約６名 

               ローカル NGO（５～７団体） 

 

３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状及び問題点 

   ア国は 2002 年４月の停戦合意により、27 年間にわたった内戦が終結した。それに伴

い、難民・国内避難民約 400 万人が帰還し始め、現在までその約９割が出生地等で生

活を始めているといわれる。停戦合意直後は、帰還地の食料、医療の状況が極めて悪

かったため、国連世界食糧計画（WFP）をはじめとする国際機関や NGO による食糧配

布や医療分野を中心とした緊急援助が実施された。その後、世界銀行の融資を受け、

ア国政府によりこれらの帰還難民や除隊兵士の社会への再定住化を促進するための支

援が内陸部を中心に本格化してきている。援助の形態も内戦終了直後のような人道緊

急支援から脱し、現在は復興・開発支援への移行期にあるといえる。しかし、上述の
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内陸部に比べ、国内避難民が居住地としていた沿岸地域がすでに支援を必要としない

レベルに達しているわけではない。このような沿岸部にも多くの旧避難民が出生地に

帰還することなく、そのまま定住化した地域もある。これらの地域では、現在も海外

からの難民が帰還してきており、緊急援助の終了後も、食糧、安全な水、保健医療サ

ービス、教育等の開発をとりまく多くの課題が山積みされている。そこで、これらの

課題に対する住民と行政それぞれの解決能力を一体化した能力を地域の機能とし、そ

の機能を参加型プロジェクトの実施を介して、具体的な問題の解決の経験を積むこと

で強化することが急務である。 

   ア国政府は、地域の問題解決能力の育成を通じて、このような課題の解決と地域開

発を推進することが必要不可欠であることを十分認識しているものの、内戦終了直後

は緊急援助に依存し、その後の除隊兵士、帰還難民の再定住化のプログラムも、場当

たり的な側面が強いことは否めない。これは、ア国政府にこれまで地域開発に係る知

識・経験がほとんどないために開発計画の策定能力が育成されていないことに起因し

ている。 

   我が国は 2003 年に平和構築支援ミッションを派遣し、ア国の社会インフラ整備・農

業技術指導などを通じた除隊兵士の社会復帰、難民の再定住化への支援を表明した。

さらに、人間の安全保障の観点に基づき、これらの人々の帰還先である地域社会の機

能強化に向けた支援を本格的に実施するため、2003 年から 2004 年にかけて企画調査員

を派遣し、協力の実施に必要な情報を収集した。その後、2004 年 11 月～2006 年１月

にかけて、地域機能強化支援を目指したプロジェクト形成調査（フェーズ１）を実施

した。当該プロジェクト形成調査では、ア国の社会・経済状況、他ドナー活動状況及

び連携可能性、調査対象地域の選定、調査対象地域におけるベースラインデータ、避

難民等や社会的弱者の現状を調査するとともに、住民参加型ワークショップを通じた

対象地域住民の開発ニーズを把握し、パイロットプロジェクト準備及びその先行実施

による住民組織及び現地NGOの実施能力検証調査を実施した。この調査結果に基づき、

ア国政府は地域社会の機能強化のための本格調査（フェーズ２）に係る協力の正式要

請を行った。これを受け、JICA は 2006 年３月に事前調査団を派遣し、カウンターパー

トであるア国社会復興省と本格調査実施に向けての実施細則（S/W）に係る協議を行

った。 

   本案件は、人間の安全保障の視点を具現化するためのプロジェクト形成・実施につ

いて、2004 年度より企画・調整部及びアフリカ部をはじめとする関係部署間で検討し

たモデル案件であり、プロジェクト形成調査（フェーズ１）と開発調査（フェーズ２）

の一体的実施（一気通貫型）により、迅速性、民間コンサルタントの効果的な活用等

の特徴を有する。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

   ア国は元 UNITA（反政府軍）を中心とした除隊兵士の社会復帰事業を、IRSEM（除

隊兵士社会復帰局）を介して、また国内避難民、帰還難民の社会復帰については

MINARS（社会復興省）を介して全国的に展開している。MINARS は同事業において、

特に旧避難民に特化したものではなく、彼らが再定住しようとする集落全体を対象と

した職業教育等の成人教育（PEC）、就学前児童教育（PIC）等も実施している。これら

の活動は、農村地域の住民の自立を促すために極めて重要なものである。このような

住民を直接対象とした事業は、現在政府主体で実施しているが、将来は行政の最小単

位であるコムナ行政官と住民自身の手により運営されるべきものである。その際、行

政と住民が一体となった地域社会の機能強化を行うことで、このような直接住民を対

象とした活動の管理・運営能力を育成していく必要に迫られている。その観点より、

本案件の位置づけは極めて高い。またア国政府は、PRSP（貧困削減戦略文書、2006 年

１月に提出され、現在、世銀・IMF 側で審査中）に先行して行政改革、地方分権政策

を打ち出しており、その点でも地域住民に直接裨益する開発に対し、中央政府から州、

市、コムナレベルでの計画策定・実施能力の強化がこれまで以上に高まっている。以
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上の点で、本案件は国家レベルの必要性を先取りしているともいえる。 

 

（３）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

   アフリカ側の自助努力に対するパートナーシップを通じた支援は、我が国のアフリ

カ諸国に対する協力の基本方針、アフリカ開発会議（TICAD）プロセスに合致するも

のであり、国連ミレニアム開発目標達成に向けたアフリカの取組みを後押しするもの

である。さらに、「人間の安全保障」を支援の新たな視座とし、日本の対アフリカイニ

シアティブとして「人間中心の開発」、「経済成長を通じた貧困削減」、「平和の定着」

を重点課題に据え支援を実施している。紛争終結国であり、緊急援助の段階から復興

開発支援の段階に移行しつつある国に対し協力する本案件は、この中でも特に「平和

の定着」の課題に位置づけられる。 

   JICA はア国に対して、国別実施計画は現在策定していないものの、アフリカ諸国に

対し、①人間の安全保障、②PRSP への取組み、③南南協力といったアプローチや視点

による協力の展開を行っている。本案件は特に、①人間の安全保障の視点より「農村

コミュニティの開発への協力を通じた、社会の安定化や復興に向けた支援」に位置づ

けられる。また、間接的に②PRSP への取組みにも貢献していく点、さらに南アフリカ

等とのアフリカ域内協力の可能性にも言及でき、その意味において、③南南協力の可

能性の点でも本案件は関連づけられる。 

 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

  ＜プログラム１＞：対象地域の開発ニーズの明確化 

   （a）プロジェクト形成調査（フェーズ１）にて行った実施能力検証調査のレビュー

の実施 

   （b）住民参加型ワークショップの実施を通じた、開発ニーズの優先度の把握 

   （c）コムナレベルの行政官に求められる開発に関連する能力開発のために必要とさ

れる支援内容の調査 

   （d）住民組織や行政組織に対する支援内容の具体化と優先度の明確化 

  ＜プログラム２＞：ニーズを踏まえたパイロットプロジェクトの計画・実施 

   （a）＜プログラム１＞で抽出されたニーズを踏まえ、関係者、関係機関の CD（キ

ャパシティディベロップメント）の内容を含めたパイロットプロジェクト案の

形成 

   （b）ステアリングコミッティでパイロットプロジェクト案の内容につき州開発計画

との整合性を検討したうえで承認する 

   （c）コムナ、ローカル NGO、当該政府機関の参加によるパイロットプロジェクトの

実施 

   （d）パイロットプロジェクト実施中に OJT による、直接関係する行政官、ローカル

NGO に対するモニタリング、評価手法等の技術移転 

  ＜プログラム３＞：農村社会復興のモデルの構築と地域開発計画の立案 

   （a）ステアリングコミッティによる計画立案のためのカウンターパートの選定 

   （b）パイロットプロジェクトのプロセスと結果の分析・整理 

   （c）地域開発計画に取り入れる適応可能な手法、留意点、教訓の抽出 

   （d）州開発計画の改善点の明確化 

   （e）農村社会復興モデルの構築 

   （f）（e）のモデルを開発の枠組みとして具体的に取り入れた地域開発計画の作成 

  ＜プログラム４＞パイロットプロジェクトを介して得られた知見の普及 

   （a）政府関係者、ローカル NGO 等を対象としたモデル紹介セミナーの開催 

   （b）村落開発に関係する行政官、ローカル NGO の能力開発計画を立案 
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（２）アウトプット（成果） 

  （a）対象コムナにおいて、住民・行政組織の開発課題の解決に対する機能が強化され

る 

  （b）パイロットプロジェクトの実施とその結果分析により、農村社会復興の１つのモ

デルが構築・提示される 

  （c）農村社会復興モデルを開発の枠組みとして具体的に取り入れたコムナレベルの地

域開発計画が策定される 

 

（３）投入（インプット） 

  （a）コンサルタント団員 

    ・総括（地域計画） 

    ・副総括（組織強化） 

    ・団員１（ジェンダー） 

    ・団員２（村落インフラ） 

    ・団員３（ノンフォーマル教育） 

    ・その他の団員（かまど、社会福祉、畜産、複合農業等） 

  （b）供与機材 

     調査用車両、パイロットプロジェクトで使用されるポンプ等の機材、建設用の資

材等 

  （c）研修員受入れ 

     アフリカ域内の南南協力の実施可能性を調査のうえ、実施の要否を検討 

  （d）プロジェクト活動費（約 9,000 万円 ＊総額３億円に含む） 

 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標 

  （a）農村社会復興モデルがセミナー等を介して州内の対象コムナ以外の関係者（コムナ、

市、州レベルの行政官、ローカル NGO 等）に理解される 

  （b）州政府の開発計画が実施される 

  （c）コムナ行政官により、住民参加型で集落ニーズの抽出が行われ、抽出されたニー

ズが市の計画部でログフレーム等に基づいたプロジェクトとして形成されると

ともに、州政府計画局に提出され、州政府計画局による地域開発計画の立案時に

本計画が取り入れられ実施に移される 

 

（２）活用による達成目標 

  （a）農村社会復興モデルの適用が州内へ広がり、他のコムナにおいても開発課題にお

ける地域機能が強化される 

  （b）州政府のイニシアティブが発揮され、州内各コムナで開発課題の解決に自発的に

取り入れられるようになる 

 

６．外部要因によるリスク 

（１）協力相手国内の事情 

  （a）政治的要因：2006 年９月に予定されている大統領と国会議員選挙の結果による行

政の組織改編の実施及びそれに伴う対象コムナの担当行政官の異

動 

  （b）社会的要因：治安の大幅な悪化 

  （c）自然的要因：大規模な旱魃や洪水等の自然災害 

 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

（１）貧困： 

   ア国の農村地帯は産業・農業開発とも都市周辺部に比べ著しく遅れている。内戦終
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了後に行われた食糧緊急援助の期間は終わり、開発援助の期間が始まったといわれる

中で、現在でも食糧事情が極めて悪い集落も多く存在する。このような状況下、本案

件を実施すること自体が極貧困層を含む住民の食糧事情の緩和だけにとどまらず、住

民の自立を支援する点で当国の貧困削減に直接貢献すること、また農村社会復興モデ

ルを他地域に適用されることで間接的に貧困削減に貢献できる点で本案件の実施意義

は大きい。 

 

（２）ジェンダー：  

   農村地帯では生きていくための家事労働に女性・子供が費やす時間は極めて大きく、

この状況が栄養状態の悪さや識字率の低い主な原因の１つである。本案件はこのよう

なジェンダー格差の是正に直接貢献する活動が含まれている。 

 

（３）環境：  

   本案件で実施するパイロットプロジェクトは、ほとんどが既存のインフラ設備の修

復や識字教育等をはじめとする小規模、またはソフト型の支援を中心としており、環

境への悪影響はほとんど皆無である。環境に影響を与えるプロジェクトについて、農

村女性の労働軽減を目的とした「かまどの普及」も計画されている。この活動はアフ

リカ諸国の中では比較的森林資源が豊富なア国であるが、プロジェクトの対象地域に

おいても薪の伐採により森林資源は徐々に減少してきている。本活動は同時に薪の伐

採量の軽減も促すため環境へのプラス効果が期待される。 

 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 

（１）行政と住民双方へのアプローチ 

   1997 年から 2002 年にわたり実施された「インドネシア国南スラウェシ貧困対策支援

村落開発計画」においては、行政（州政府や県議会）と住民、NGO といった多様な主

体を開発のアクターとみなし、住民に近い地方行政と地域住民を連携させることで地

域開発の活性化を図った。具体的には、住民に対しては、組織化を行ったうえで、普

及員を通じた研修技術指導を実施し、住民の知識や技術力を向上させた。また、行政

（県職員）に対しては、マニュアルやガイドラインを作成し、地域開発に係る研修を

実施した。そのうえで、両者をつなぐ試みとして、住民と行政が参加する会合を定期

的に開催し、住民のニーズを行政が審査し事業化する仕組みを構築した。 

   本件においても、単なる住民の能力強化だけではなく、最小行政単位であるコムナ

行政からさらには州政府までパイロットプロジェクト実施の過程で巻き込み、一体と

しての地域機能の強化を目指す。官を、直接、州政府までを地方行政の拠点とし、地

域住民に対する支援と行政に対する人材育成とを並行して実施することで、地域開発

のより効率的な展開を目指す。 

 

（２）国内避難民等と他の住民との共存 

   現在実施中である、チャド「スーダン難民キャンプ周辺コミュニティ開発計画調査」

においては、貧困地域における難民と地元住民との摩擦緩和・共存を目指している。 

   本件においても、同様に各村落における国内避難民等と従来からの住民との間の摩

擦に配慮しながら、その地域の機能強化に取り組んでいく。 

 

（３）その他 

   ア国に対する日本の援助の歴史は浅く、これまで無償資金協力を主体として行われ

てきた。開発調査は本件が２件目であり、かつ農村地域社会や地方行政府の能力強化

を目指した案件は他にない。しかし、プロジェクト形成期間に行われた実施能力検証

調査の経験の活用や農村地帯で活動する国際 NGO やローカル NGO との意見交換、州

政府との十分なコミュニケーションをとることがプロジェクト運営を有効的、かつ効

率的に進めるための要である。実施に際し、運営上留意すべき点を以下に述べる。 
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  （a）プロジェクトサイトへのアクセスとサイト間の距離 

     プロジェクトサイトの候補地である３コムナは、各州の行政首府から最も離れた

コムナで相互の距離がかなり離れており、雨季に道路でのアクセスが不可能になる

集落が多数ある僻地である。また、地雷の危険性も皆無ではなく、非常時に際し、

信頼できる医療機関もない。通信手段も衛星電話、あるいは無線に頼らざるを得ず、

さらにコムナによってはマラリヤやツエツエバエによる眠り病が流行している集

落もある。これら物理的制約要因を熟考し、業務実施計画は安全確保を第１に無理

のない計画を立てる必要がある。 

  （b）アンゴラ側カウンターパート機関への事業実施管理の一部試行 

州政府、コムナ行政官、住民代表とも協力的であり、特に州政府関係当局とは実

質的な協議ができた点で、行政当局のイニシアティブが芽生えてきていることを確

認できた。本格調査で実施予定のパイロットプロジェクトに関し、実施体制が軌道

に乗った段階で当局側に事業の実施管理の一部試行をさせることを視野に入れ、既

述の物理的制約要因の軽減と現地側のイニシアティブを促進させる実施計画を立

案する。これにより、本協力期間終了後も持続的にコムナが行政支援を確保するこ

とができることを目指す。 

  （c）国レベルの農村社会復興を視野に入れた地域開発計画の立案 

本事前調査の協議を通じ、州政府のイニシアティブの芽生え以外にも中央政府・

社会復興省（MINARS）の本案件に対する重要性の確認と積極性の発現も確認され

た。さらに、MINARS の地方支局によれば、州レベルのドナーの活動報告を定期的

に中央 MINARS にすること、並びに中央 MINARS のドナー活動の視察・評価も計

画されている。このような体制が維持・促進されるのであれば、地方レベルでの開

発プロセスの経験や教訓を中央とも共有することにより、本件で策定される地域開

発計画が国レベルのモデルに発展する可能性もある。そのような視点に留意し、業

務計画の立案、実施、分析、開発計画の策定を行う。 

 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標 

  （a）活用の進捗度 

    １）本調査により策定された農村社会復興モデルの州政府の開発計画への適用に向

けた進捗状況（予算・人員の確保、実施体制の整備等） 

    ２）農村社会復興モデルの本調査対象コムナ以外のコムナへの適用状況（本調査対

象外の州内コムナにおける、モデル理解のためのセミナー・勉強会等の実施回数、

州内の対象コムナ以外の農村社会復興モデル適用コムナ数及び裨益世帯数等） 

  （b）活用による達成目標の指標 

    １）クアンザ・スル、ベンゲラいずれかもしくは両方の州内の１つ以上のコムナに

おいて、地域機能強化に資する住民組織が形成される 

    ２）住民組織による主体的な取組みに対し、コムナ行政官や州政府が本調査を通じ

て身につけたプロジェクト管理運営能力を活用してサポートし、コムナにおける

所得向上等、地域の生活改善が達成される 

 

（２）上記を評価する方法及び時期 

   必要に応じて調査終了後、2009 年度以降に評価を実施する。 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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